
政策提言　はっちの改修について 
 
　ポータルミュージアムはっちは、開館以来15年にわたり、観光・文化・子育て支援の拠点として市民
や来訪者に親しまれてきました。 
　しかしその一方で、未就学児や小学生向けの居場所は整備されているものの、中高生世代が安心

して集い、学びや挑戦を育む「まちなかの拠点」は存在していません。彼らはカフェや公共施設に分

散し、イベントや活動も点在しているのが現状です。 
この節目に、はっちを「世代ごとに連続性のある複合拠点」へと再構築することは、子育てのしやすさ

向上、若者の地域定着、という本委員会の趣旨に大きく寄与するものであると同時に、観光コンテン

ツの強化という側面も持つ、複数の政策課題を同時に解決する大きな機会になると考えます。 
 

① 整理 
 
1. 背景と課題： 
 
・八戸市中心街における若者（18際以下）の居場所について、「未就学児（こどもはっち）」などの居
場所はあるが、中高生世代に特化した公的拠点がない。（小学生は学区外であること想定し除外） 
・現状、中高生は「カフェ」「公共施設」などに分散して滞在しており、学習・交流・イベント参加などの

機会が断片的。 
・観光面では「はっち」が市のポータル施設として重要な役割を果たす一方、階層ごとの機能が重

複・混在しており、滞在の導線が最適化されていない。 
・15年前と社会情勢が大きく変化している中で、改めてはっちのあるべき姿を見直すことが必要 
 
2. 提案の概要： 
 
・ポータルミュージアムはっちを世代別・目的別に整理した複合拠点に再構築する。 
・特に「2F」をユースセンター（中高生の拠点）へ転換し、これまで分散していた居場所や情報発信を
集約。 
・山梨県韮崎市の「Miaci（ミアキス）」や東京都足立区の「b-lab（ビーラボ）」にならい、中高生のイベ
ント発信・募集・開催までをワンストップで担うことで、現在実施されている産学官すべての教育的事

業を集約化。 
 
3. 具体的な階層イメージ： 
 
5F：アーティスト・イン・レジデンス（文化芸術拠点） 
4F：こどもはっち（未就学児）＋小学生等の居場所 
3F：地域PR・観光客向け情報発信ブース（※2Fから移設） 
2F：ユースセンター（中高生の拠点） 
1F：お土産・飲食店等のショップ（主に観光客向けに魅力的な店を集約） 
 
4. 政策的メリット： 
 
・子育て世代支援：未就学児〜高校生まで、成長段階ごとに連続的な居場所を整備。 



・観光施策の強化：PR機能を観光導線に組み込み、滞在時間と消費の拡大を図る。 
・教育・人材育成：中高生が中心街に集い、地域の大人や企業とつながることでキャリア形成を促

進。 
 
5. 運営主体の課題： 
 
・市の直営では柔軟性・効果性に乏しい。 
・指定管理をする場合、「中高生支援の専門性」を持つ主体が存在しない。 
・よって、ユースセンター運営を担うプラットフォーム／法人を新設・ユニット化し、NPO・地域団体・大
学・民間を巻き込んで運営。 
 
6. 実施ステップ 
 

1.​ 2F情報発信ブースの移設（3Fへ） 
2.​ ユースセンター構想の策定（機能・対象・運営方針） 
3.​ 運営主体づくり（プラットフォーム法人／コンソーシアム型） 
4.​ モデル事業開始（イベント集約・利用促進・評価） 
5.​ 本格実装（2027年頃を目途） 

 

②想定される障壁とそれに対する打開策案 
 
1. 財政・予算面 
 
〇想定される理由 

●​ 新たな事業を行う予算がない 
●​ 指定管理料や維持費が増える 
●​ ユースセンターは採算性がない 

 
解決策 
 

●​ 既存のフロア改修（2F情報発信ブースを3Fへ移設）で大規模な新設は不要 → 既存施設の
有効活用で初期コストを抑制。 

●​ 運営費は市単独負担ではなく、国の交付金（地域子ども・子育て支援交付金等）や文科省・
内閣府の若者支援系補助金、地域おこし協力隊でコーディネーターを確保しつつ、伴走支援

費用と運営費を按分する等して複数事業を組み合わせる。 
●​ CSRや企業協賛・ふるさと納税型クラウドファンディングを導入 。また、ふるさと納税の候補
先にユースセンターの運営を追加 
 

2. 担い手不在（運営主体がいない） 
 
〇想定される理由 

●​ 市にはユースセンターの専門性がない 
●​ 指定管理者にもノウハウがない 
●​ 人員配置が難しい 



 
〇解決策 
 

●​ 市直営は行わず、地域プラットフォーム型の運営組織を新設。 
●​ NPO法人、大学、企業、地域の有志を束ねるコンソーシアム方式。 
●​ 他都市事例（b-lab＝運営NPO＋区、Miacis＝民間委託）を示す。 
●​ コーディネーター人材は「地域の人事部」「DMO」「地域共生社会」など、すでにコーディネー
ター人材として動いている人材と連携 

 
3. 公平性・公平負担 
 
〇想定される理由 

●​ 中高生だけを優遇するのは不公平では 
●​ ほかの世代や地域からの反発がある 

 
〇解決策 

●​ はっちは「未就学児（4F）」「小学生（4F）」「中高生（2F）」「観光客・大人（1F・3F・5F）」と世代
別にバランスを取った配置であり、不公平ではない。 

●​ 中高生世代の支援は「子育て支援の一貫」「人口流出防止策」として政策的合理性があるこ
とを明示。 

●​ 利用料は無料ベースで公平に → イベントや活動は全世代へ波及効果（観光・経済効果）を
強調。 

 
4. 治安・安全管理 
 
〇想定される理由 

●​ 中高生が集まると騒がしい 
●​ 補導対象になりかねない 
●​ 責任問題が生じる 

 
〇解決策 

●​ 利用ルールやスタッフ配置でトラブル防止。 
●​ 地域ボランティアや大学生スタッフのシフト制参加で見守り体制を強化。 
●​ 全国ユースセンターの運営規範を導入し、安全ガイドラインを整備。 
●​ 市の責任範囲を限定 → プラットフォーム法人に委託し、リスクマネジメント契約を結ぶ。 

 
5. 施設利用調整 
 
〇想定される理由 

●​ 2Fは情報発信ブースとして観光客に必要 
●​ 観光施策との兼ね合いで移設は難しい 

 
〇解決策 

●​ 情報発信機能は3Fへ移設し、観光導線をむしろ強化。 



●​ 1F・3Fで観光客向け機能を充実 → 2Fは市民向けに分離 → ターゲット明確化で施設全体
の回遊性向上。 

●​ 実証イベントで「観光客＋中高生共存」のモデルを提示。関係人口的なつながりが中高生の
成長につながるような機能を持つ。 
例）総合探究のアンケートを観光客にとる　等 

 
6. 利用実績・需要の不透明さ 
 
〇想定される理由 

●​ 本当に中高生が集まるのか分からない 
●​ 利用が低調なら無駄になる 

 
〇解決策 

●​ 既存の中高生向けイベントの実績（カフェ利用、公共施設分散）を数値化して提示。 
●​ モデル事業として半年間の仮設ユーススペースをはっちで実施し、利用実績を検証。 
●​ 他都市事例の利用データを比較して需要の見込みを証明。 

 
7. 市役所内の縦割り 
 
〇想定される理由 

●​ 所管が子育て？教育？観光？文化？どこがやるのか不明 
●​ 課をまたぐと調整が大変 

 
解決策 

●​ 運営は外部プラットフォームに委託 → 市は所管課を問わず「連携窓口」役に徹する。 
●​ 「子育て」「観光」「産学官連携」を横断する市長直属プロジェクトに格上げ。 
●​ 他都市の「青少年会館」や「ユースセンター」運営体制を事例として提示。 

 
8. 長期持続性の不安 
 
〇想定される理由 

●​ 最初は盛り上がっても、数年で廃れるのでは 
●​ 人材確保や財源が続かない 

 
〇解決策 

●​ 中高生自身を運営参画に組み込み、「当事者が自分で作る場」として持続性を高める。 
●​ 企業連携や大学連携で運営人材を循環させる。 
●​ 市単独財源に依存せず、国補助金＋企業協賛＋自主事業を組み合わせた「三本柱財源」で
継続可能性を担保。 



ネットワーク会議提言７「女性の地位向上」提言詳細

R7年度政策提言の柱7
「女性・若者が安心して暮らせる八戸版ベーシックインフラの整備」

ベーシックインフラとは？
女性・若者が安心して暮らせる経済・社会的基盤を八戸版ベーシックイ
ンフラと定義する

1. 課題
●女性・若者の参画機会の不足
八戸市の委員会や市政の意思決定の場は男性の割合が高く、女性の意見
が反映されにくい。商工会議所や経済団体も男性中心であり、女性がま
ちづくりの担い手となる機会が限られている。さらに20代・30代の人口
は、その上の世代よりも少なく、経験が少ない若者の意見が尊重される
機会は非常に少ない。

●日常生活に残る無意識のジェンダー格差
家族行事での負担の偏り、会社での性別役割意識（女性がお茶を出す
等）、女性の賃金の低さなど、見える部分・見えない部分の双方で男女
の格差が残っている。
授業や啓蒙キャンペーン等により、理論上は男女平等を謳う市民は多い
が、実践することができない市民が多い（※1）。

●多様な女性への支援不足
八戸市の女性に対する施策は「女性＝子どものいる母親」に視点が偏り
がち。他にもシングルマザーや単身女性など、パートナーや子どもの有
無にかかわらず経済的・心理的な支援が受けられるようにするべき。

●若者の経済的困難と挑戦の機会不足
若年層は賃金水準が低く、経済的な制約からやりたいことに挑戦できず、
気持ちの余裕を持ちにくい。結果として地域の未来を担う世代が自己実
現やチャレンジの機会を持ちづらい。



2. 理想状態

●女性・若者の参画拡大
女性が市政や地域の意思決定の場に参画できる機会を増やし、多様な属性の
人が集まることで、集合知による新しいアイデアや建設的な議論が生まれる。

●ジェンダー意識のフラット化
「女性だから」「男性だから」といった固定観念を持たず、誰もがフラット
に尊重される社会を実現する。

●多様な人生フェーズにおけるサポート
未婚・既婚・離婚・子育て中など、どの人生段階にあっても安心して暮らせ
る環境を整える。経済的にも精神的にも安定して暮らせる社会をつくる。

●若者の挑戦を可能にする最低限の保障
若者が経済的理由で夢や挑戦を諦めないよう、最低限の経済的セーフティー
ネットを整備する。そこから自分のマインド次第で新しいことに挑戦できる
環境を保証する。

3. 具体的な提言内容

1. 八戸版ベーシックインフラの定義化
• 提言提出後すぐに、市民連携推進課、男女共同参画審議会、ネットワー

ク会議委員の有識者を集めた共創ラボを実施。提言内容について具体的
にどのように実現できるかを検討する。グランドルールは「できない理
由を探さない」。実現可能なものを、市民連携推進課を通して八戸市⾧
に提案する。

• 「女性・若者が安心して暮らせる経済・社会的基盤をベーシックインフ
ラとする」ことを市の総合計画に明記。具体的施策についても検討の上
掲載すべき

2. すべての市会議体に「若者・女性参画制度」を導入
• 委員構成において女性・40歳以下をそれぞれ定員の50%以上とするルー

ルを設置。まちの魅力創生ネットワーク会議で試験導入することも検討。
市民公募枠や抽選参加枠（市民委員）も増枠し、「当事者の声」を担保
する。

• 根拠、全国事例あり（※2）



3. 対話による市民教育・啓発の実施
• 有識者や市内在住外国人と一緒に男女共同参画について対話をし、社会に

実装していくためのワークショップを、市内の小中学校、企業、経済団体
にて行う。ワークショップ実施団体は公募の上、外部機関に委託する

• 指導、講演ではなく、対話（相手の立場を受け入れ、自らも意見を共有す
る）が大事。すでに実施されている「教育関係者等研修会開催事業」「市
立小・中学校における学習指導」「意識啓発講演会開催事業」「男女共同
参画出前講座」等の内容を対話型に変更することはすぐに実践できると考
える。

4. 若者・女性が働き続けられるルールの制定
• 単純な啓蒙活動やコンサルティングでは、組織は変わらない。日本は外圧

により開国し文明開化を遂げ、不可抗力により新しい社会の仕組みを作っ
てきた。したがって若者や女性がキャリアを築いていくためには、外部機
関からの認定、もしくは批判（外圧）が必要になると考える。

• 厚生労働省によるえるぼし認定取得の促進。取得企業には税制優遇がある、
八戸市の入札案件での加点（建設や土木系では既に実施しているが、全案
件での実施を目指す）がある、などインセンティブを与える。税制優遇に
ついてはどのようなものができるのか、担当課とネットワーク会議委員、
男女共同参画審議会委員の有識者で議論する機会を設ける

• 経営者層への意識変容施策：年2回以上の経営者対象ジェンダー／多様性
研修の義務化（上述の対話による研修導入）。女性・若手の社外取締役派
遣モデル事業の導入。具体的な実現方法については、担当課とネットワー
ク会議委員、男女共同参画審議会委員の有識者で議論する機会を設ける

5. 物理的インフラを活用した経済基盤の整備
• 民間企業の賃金が低く、待遇改善も見込みづらい中で、生活コストを下げ

ていく施策を取るべき。経済的に生活に余裕ができることで、若者・女性
が自己実現に向けて動くための金銭的・心理的余裕ができると考えている。

• 水道料金の一律値下げ。ウェブメディアの「ミズコム」の調査によると、
八戸市の１ヶ月あたりの水道料金は1345市町村中、1270位。全国的に見て
も料金が高い。市民の水道料金負担を下げることで、若年層や女性の経済
的な負担を下げることにつながる

https://waterserver-mizu.com/interview/suidou_ranking

• 市営住宅を活用し、若者や女性に安く貸し出す。建築住宅課の報告による
と、市営住宅に係る事業は赤字であり、活用できていない空き部屋も多い。
まずは早急に、当事業の立て直しを目指し「市営住宅再生検討委員会」を
立ち上げるべき（赤字垂れ流しは今すぐにやめるべき！）。株式会社まち
づくり八戸や、空き家活用に取り組んでいる事業者、建築住宅課の職員を
委員として招聘し、市営住宅の課題解決と地域コミュニティの再生に向け
た計画策定し、実行していく。（調べれば全国の成功事例は多数あ
る！！！できない理由はない！！！！）



（別紙）
※1 八戸市による令和7年度男女共同参画意識啓発イベントのパネルアンケー
トによると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に同意しない市民は9割
近いのに対し、家庭や仕事、地域社会で「男女が平等である」・「男女の責
任が分担されている」と思わない市民が多い。理論では男女平等を理解して
いても、実際に社会で実装されている実感を市民は得られていないことが読
み取れる。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shiminrenkeisuishinka/danj
oky odosankaku/2/danjo_event/24264.html 

※２すべての市会議体に「若者・女性参画制度」を導入

1. 根拠●国の第5次男女共同参画基本計画では、審議会等の委員は男女40～
60%を成果目標としている。

→八戸市附属機関の設置及び運営に関する要綱によると、市は「男女構成比
率において少ない方の割合は 30 パーセント以上を目標とする」と定めている。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/material/files/group/15/secchiyoukou_2024 
0401.pdf

→しかし、「第５次八戸市男女共同参画基本計画令和５･６年度事業進捗状況
報告書」によると、「事業№17 附属機関などの委員の男女構成比率に偏りが
ない登用」について「概ね順調に進んでいるが、改善の余地がある」と評価
されている。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/material/files/group/4/danjoshingikai_R6-2 
_shiryou3_shinchokujoukyouhoukokusho.pdf 

→ 八戸市も国基準に合わせて導入すべき。さらにこれからのまちづくりを担
う若者（ 20-30代）の枠も設けるべき。

2. 数値基準
●市の附属機関・審議会等において、女性・40歳以下をそれぞれ定員の50%以
上を原則とする。

3. 運用ルール
● 50％未満になる場合は、事前に所管課と男女共同参画担当課で協議を行う。
●協議後も50％未満となる場合は、理由書を提出する。

4. 人材確保
●女性・若者の人材名簿を整備し、公募枠を設けて委員を選出する。



5. 公開と検証

●各年度ごとに委員構成（男女比）を市のHPで公開し、達成状況を検証する

全国のクオータ制度導入事例（抜粋）自治体制度の内容特徴・運用方法東

京都条例で「男女いずれも40％以上」を明記達成状況を毎年度公表し、都民

に見える形で運用岡山市（さんかく条例）審議会等で「どちらの性も4割以

上」を原則未達の場合は専門委員会で「やむを得ない事情」の審査を実施横

浜市（横浜版クオータ制）附属機関で女性40％以上を目標未達の場合、理由

書や行動計画書の提出を義務化仙台市（宮城県）審議会の新設・改選時、女

性比率が40％未満の見込みなら事前協議を義務化中核市として現実的に導

入・運用豊川市（愛知県）女性40％以上を目標 40％未満の場合、市民部⾧と

協議し所定様式で理由を提出するルールあり









【その他意見】

・柱７の内容を分けたい。
（先日の会議で岡本さんが男女共同参画の視点の話を

されていたのでそれに賛同）
・柱７は男女共同参画の文脈での「女性の地位向上」
で、柱８はお金のない若者への支援の側面を持たせた
内容にしてはどうか。（若者のエンパワメント～的

な）

その他意見


